
 

 

国森林環境譲与税（仮称）の対象範囲について 

（11 月時点） 

 

「森林経営管理法の事務の手引（案）」（林野庁計画課（H30 年 11 月） 

   

  ※国の森林・林業基本計画において、育成単層林の維持、育成複層林への誘導

を判断する社会的条件（車道等からの距離１km）を提示(「森林・林業基本計画 

関係資料」（平成 28 年 5 月 林野庁）より) 
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